
 

 

 

令和 7 年度 

こどもデータ連携実証事業 

各採択団体における成果報告書 
 

 

【山県市】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大日本印刷株式会社 

令和 8 年 3 月 

  



1 

 

目次 

 

第 1 章 実証事業の概要 ................................................................................................. 3 

1.1. 背景・目的 ............................................................................................................ 3 

1.1.1. 背景 ............................................................................................................... 3 

1.1.2. 目的 ............................................................................................................... 3 

1.2. 実証事業の内容 ..................................................................................................... 4 

1.3. 業務プロセス ........................................................................................................ 6 

1.4. スケジュール・実施体制 ....................................................................................... 6 

1.4.1. スケジュール ................................................................................................. 6 

1.4.2. 実施体制 ........................................................................................................ 7 

1.5. 本業務に要する費用 .............................................................................................. 8 

第 2 章 連携するデータ項目の選定・準備 ................................................................... 10 

2.1. データ項目の検討・取得可能性調査 ................................................................... 10 

2.2. データ項目の選定結果 ........................................................................................ 10 

2.3. データの準備・加工 ............................................................................................ 16 

2.3.1. アナログ情報のデジタル化 .......................................................................... 16 

2.3.2. データの加工 ............................................................................................... 16 

2.3.3. 名寄せ .......................................................................................................... 17 

2.4. データの準備に係る諸課題への対応 ................................................................... 17 

第 3 章 判定基準の検討 ............................................................................................... 18 

3.1. 判定基準の設計過程 ............................................................................................ 18 

3.2. 判定基準に用いたデータ項目 .............................................................................. 19 

3.3. 判定基準の特徴 ................................................................................................... 21 

第 4 章 個人情報の取扱いに係る整理 .......................................................................... 23 

4.1. 個人情報授受に係る法的整理 .............................................................................. 23 

4.1.1. 個人データ連携に関係する関係部署及び連携フロー .................................... 23 

4.1.2. 法的整理の進め方・体制 .............................................................................. 24 

4.1.3. 法的整理の結果 ............................................................................................ 24 

4.2. 個人情報等の取扱いにおける留意点 ................................................................... 25 

4.3. プライバシー保護への対応 ................................................................................. 27 

第 5 章 仕組みの構築 ................................................................................................... 29 

5.1. システムの概要及びデータ連携方式 ................................................................... 29 

5.1.1. システムの概要 ............................................................................................ 29 

5.1.2. データ連携方式及びシステム構成 ................................................................ 30 



2 

 

5.2. データ連携機能及び判定機能の構築 ................................................................... 30 

5.2.1. データ連携機能及び判定機能とその活用方法 .............................................. 30 

5.2.2. 実証事業における工夫及び今後の課題 ......................................................... 32 

第 6 章 支援への接続 ................................................................................................... 36 

6.1. システムによる判定の結果 ................................................................................. 36 

6.2. 支援に向けた人による絞り込み .......................................................................... 36 

6.2.1. 人による絞り込みの手法 .............................................................................. 36 

6.2.2. 人による絞り込みの結果 .............................................................................. 37 

6.3. 実際の支援事例 ................................................................................................... 38 

6.3.1. こども等に対する取組内容 .......................................................................... 38 

6.3.2. こども等に対する支援の実施結果 ................................................................ 39 

6.4. 現行支援の在り方の見直し ................................................................................. 40 

6.5. 支援・見守りの効果的な手法 .............................................................................. 40 

第 7 章 事業効果の評価・分析 ..................................................................................... 41 

7.1. データ連携による抽出結果の全体像 ................................................................... 41 

7.2. 有用と考えられるデータ項目 .............................................................................. 41 

7.3. こどもデータ連携の取組効果の分析 ................................................................... 44 

第 8 章 考察・まとめ ................................................................................................... 49 

8.1. 実証事業を通じて得られた示唆 .......................................................................... 49 

8.2. 課題・令和 8 年度以降の取組 ............................................................................. 51 

 

  



3 

 

 

第1章 実証事業の概要 

1.1. 背景・目的 

1.1.1. 背景 

不登校児童数の割合は年々増加しており、全国的にも社会問題とされているいじめ・貧

困・ヤングケアラーも顕在化している中、いかにこどもの困り感を軽減し、持ち得る潜在

能力の開花につなげていくことができる体制を構築するかが課題とされている。そのよう

な課題を解決に導くためには、データを連携させ AI が危険性を指摘するシステムが必要

不可欠であると考えている。また、近年、小中学校段階での特別支援教育を必要とするこ

どもの割合が上昇しており、傾向値から今後も増え続けていくことが想定される中、発達

障害のあるこどもの教育的ニーズに応じた支援ができるまちとしての体制づくりが求めら

れると考えられる。山県市においても、不登校や登校渋りのこどもが増加傾向にあり、令

和 6 年度運用開始予定であった山県市こどもサポートセンターを令和 5 年度に前倒しでプ

レオープンさせ、相談機能のワンストップ化や、心身の健康状態、学習状況、対人関係、

家庭環境などこどもの育ちをトータルに捉えた支援や関係機関との連携を充実させてい

る。増加傾向にある支援対象者の事前発見、早期対応や学ぶ場所の多様化が課題となって

いる中、こどもや家庭の支援に活かすことのできるデータは様々の状態で保存されている

状況であるが、各担当課での業務に応じた活用に留まっており、分野横断的な分析にまで

活用がされていない状況である。またアセスメントや各種診断記録などデジタル化できて

いない紙の情報が多数存在しており、潜在的に支援が必要なこどもや家庭を早期発見して

いく上でのデータ連携上の課題となっている。これらを踏まえ、令和 7 年度こどもデータ

連携実証事業を推進することとなった。なお、山県市では令和 2 年度から令和 6 年度まで

の 5 年間を計画期間とし、基本理念に「子どもを見まもる目と手と心」を掲げ、人とデジ

タルの力でこどもを多角的・多面的に支援する「第２期山県市子ども・子育て支援事業計

画」を策定しているほか、「やまがた教育ビジョン」として令和元年度から令和 5 年度まで

の 5 年間を計画期間とし、重点方針に「いじめ、不登校等の教育課題の解決」を掲げ、目

指すこども像の具現に向けた施策を推進している。 

1.1.2. 目的 

不登校や発達障害、学校不適応のこどもが増加する中、従前は、教職員の経験と知識、
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指導力を頼りに、困難を発見（察知）し、指導、支援、見守りをしてきたこどもたちに、

AI 予測支援システムを活用した支援を行うことを目的としている。これにより、困難の類

型の早期発見・事前予測を行い、先回りしてこどもに対して手厚い支援ができる仕組みや

体制を構築し、早期に支援できている状態に到達することが数年後の目指す姿である。 

 

1.2. 実証事業の内容 

令和 7 年度実証事業では、令和 6 年度と同様に、対象とする困難の類型を、不登校、い

じめ、発達障害、問題行動とした。 

また、令和 7 年度は、令和 6 年度において課題であった具体的な支援の実施を解消する

ため、システムによる判定方法については、令和 6 年度の内容を踏襲し、システムの改修

等を極力行わず、具体的な支援の実施に重点的に取り組んだが、保護者アンケート等、家

庭や保護者の困難を把握するために有用であることが期待されるデータに関しては、デー

タ解析を実施し、AI 予測支援システムの判定ロジックの改修を行った。 

さらに、個人情報保護法への準拠方針に関しては、令和 7 年度実証事業においては、令

和 6 年度の内容を踏襲しているが、将来の恒久的な事業を見据え、臨時的な事業ではない

場合の方針についても検討した。 

なお、令和 6 年度までの具体的な実証事業の実施概要については、「令和 6 年度こども

データ連携実証事業各採択団体における成果報告書」の P3 を参照されたい。 

 

図表 1-1 令和 7 年度の実証事業概要 

対象とする困難の類型 不登校・いじめ・発達障害・問題行動 

実施事項 こどもみらいデータベースにこどもの教育、福祉

に係るデータを集約し、AI 予測支援システムによ

るリスク分析を実施した。 

リスク分析を踏まえ、学校へ困難の類型を共有

し、学校での人の目による絞り込みを経て支援対

象者へ支援を実施した。 

データ連携・支援の対象となったこどもの範囲 市内に住む 7 歳～15 歳以下のこども 1,595 名 

連携するデータ項目の選定（第 2 章） 令和 6 年度の連携データ項目を基本とし、令和 7

年度に連携するデータ項目の選定を実施した。 

判定基準の検討（第 3 章） 「いじめ加害」、「いじめ被害」、「不登校」、「問題

行動」及び「個々の教育支援計画」に係るデータ

を AI 予測支援システムへ学習させ、機械学習を

踏まえて、その重みを用いたリスクポイントの算
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出を実施した。 

個人情報の適正な取扱いに係る整理（第 4 章） 令和 6 年度に検討した内容に基づき、①個人情報

の取扱いに応じた整理、②データを取り扱う主体

の整理・役割分担（体制、手続き上の留意点）の

整理を実施した。 

令和 7 年度実証事業においては、教育委員会が保

有する個人情報を内部利用する場合及び福祉部局

が保有する個人情報を教育委員会へ外部提供する

場合ともに、「個人情報保護法第 61 条第 1 項」に

基づき、利用目的を特定した上で、特定した利用

目的のための内部利用及び外部提供として整理し

た。令和 8 年度も令和 7 年度実証事業と同様の整

理とする方針とした。 

仕組みの構築（第 5 章） こどもみらいデータベースへ集約したデータを

AI 予測支援システムへ連携し、AI 予測支援シス

テムにより高リスクであると考えられる判定を行

った。 

システムによる判定の実施（第 6 章） 高リスクであると考えられるこどもに対して 7 段

階の評価を行い、分析結果に応じた AI の示唆ま

で含めたフィードバックを行った。 

また、システムによる判定の結果、328 名のこど

もが支援の優先度が高いと判定された。 

支援に向けた人の目による絞り込み（第 6 章） 学校での人の目による絞り込みの際に、より強固

な学校との連携やこどもの状況に応じた支援方策

を検討するため、新たに学校へ困難の類型を共有

した。 

また、人による絞り込みの結果、39 名が支援対

象となった。 

支援の実施（第 6 章） システムによる判定に加え、人の目による支援等

の必要性の確認を行い、39 名のこどもに対して支

援を実施した。 

事業の評価・分析（第 7 章） 令和 6 年度実証事業と同様の指標を用いて、定量

的に事業効果を測定した。 

また、副次的な効果についても整理した。 
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1.3. 業務プロセス 

令和 7 年度の実証事業では、以下図表 1-2 にて示す業務プロセスを実施した。本業務プ

ロセスでは、こどもみらいデータベースに団体関連部局（子育て支援課、福祉課）、教育

委員会学校教育課、外部団体（岐阜大学、株式会社文溪堂）が保有・管理するデータを連

携し、AI 予測支援システムによるリスクアセスメントに活用している。また、AI 予測支

援システムにおいてリスク判定されたこどもについては、人による絞り込みを行い、支援

方法等を決定している。その後、支援対象者に対して、山県市こどもサポートセンター及

び学校が主体となり個別支援を実施している。 

 

図表 1-2 業務プロセス 

 

1.4. スケジュール・実施体制 

1.4.1. スケジュール 

令和 7 年度実証事業は、以下図表 1-3 のとおりに実施した。 
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1.4.2. 実施体制 

令和 7 年度実証事業の実施体制は、以下図表 1-4 のとおり。令和 6 年度事業との相違点

としては、総括管理主体が、山県市こどもサポートセンターから教育委員会学校教育課へ

と変更された点が挙げられる。また、教育委員会学校教育課が主導し、教育委員会学校教

育課、子育て支援課、福祉課、岐阜大学（学校の課題解決に資するアセスメント事業

（STAR）における VR アセスメントと非認知能力ゲーム課題アセスメント）、株式会社文

溪堂（STAR アセスメント）が保有・管理するデータを基に、分析主体である中部事務機

株式会社にて分析を行った。活用主体においては、こどもや家庭への支援の必要性を精査

し、適切な支援方針を検討した上で必要な対応を行った。 

 

図表 1-4 令和 7 年度実証事業の実施体制 

分類 団体・部署 担う役割 

総括管理主体 
山県市 教育委員会学校教育課  事業の統括 

 データ管理等の主体 

保有・管理主

体 

山県市 子育て支援課  データの保有及び保有するデ

ータを総括管理主体へ提供 福祉課 

教育委員会学校教育課 

岐阜大学 

図表 1-3 令和 7 年度実証事業のスケジュール 
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分類 団体・部署 担う役割 

株式会社文溪堂  

分析主体 

中部事務機株式会社 

 マスキングされたデータをも

とに分析を実施し、分析結果

を総括管理主体へ提供 

岐阜大学 
 分析ロジックの構築 

活用主体 

山県市 こどもサポートセンター  総括管理主体から権限を付与

された範囲でデータを閲覧・

利用し、人による絞り込みや

支援等を実施 

市内の小・中学校 

 

1.5. 本業務に要する費用 

令和 7 年度実証事業に要する費用は以下図表 1-5 のとおり。 

 

図表 1-5 令和 7 年度実証事業の見積費用 

区分 費目 小計（円） 

データの取得に必要な経費 

取り込み用フォーマットへの変換、名寄せ、DB

登録、分析結果整理など 

2,689,101 

STAR アセスメント利用料（年 2 回） 690,909  

データの連携・共有に必要な

経費 

新規データ解析及び必要に応じた AI 予測支援シ

ステム改修 

3,800,000 

データ解析に係るコーディネーター委託費用（大

学間接費含む） 

1,200,000 

プロジェクト管理費 600,000 

本事業により把握した支援

が必要なこどもや家庭を支

援につなぐ際に必要な経費 

支援に係るコーディネーター委託費用（大学間接

費含む） 

799,990 

家庭コミュニケーションツール利用料 0 

その他の本事業の実施に当

たり直接必要となる経費 

週次報告書作成 200,000 

定例会参加・事前準備 475,000 

事務局検証作業支援 0 

中間報告会資料作成支援 40,000 

成果報告会・成果報告書作成支援・取組事例集作

成支援 

575,000 
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区分 費目 小計（円） 

その他諸経費（ドキュメント作成費含む） 430,000 

合計（税抜） 11,500,000 

合計（税込） 12,650,000 
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第2章 連携するデータ項目の選定・準備 

2.1. データ項目の検討・取得可能性調査 

連携するデータ項目の選定に当たっては、次の 3 点を基にした。 

① 基本連携データ項目 

② 岐阜大学有識者からの助言 

③ 各省庁等のホームページ 

 

令和 7 年度実証事業において利用した具体的なデータ項目は図表 2-1 及び図表 2-2 に

て示す。 

 

2.2. データ項目の選定結果 

2.1 を踏まえて検討したデータ項目及びデータの管理主体は以下図表 2-1 及び図表 2-2

のとおり。なお、本取組は、実証事業終了後も継続して実施する予定であり、連携したデ

ータについてはデータを削除せずに継続利用する予定である。 

 

図表 2-1 基本連携データ項目の選定結果 

No. データ項目 利用有無 

有：〇 無：× 

備考（利用できない理由

等） 

管理シス

テム名等 

データ管理

主体 

令和 7 年度 過年度 

1 要対協のケー

ス進行管理台

帳_（こども氏

名） 

× × 児童福祉法に基づく要保

護児童対策地域協議会や

子ども・若者育成支援推

進法に基づく子ども・若

者支援地域協議会等の法

律に基づく連携体制が考

えられるが、当該体制の

下、連携が可能な個人情

報は、通告等を受理し、

要支援と判断した場合に

Excel 子育て支援

課 
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No. データ項目 利用有無 

有：〇 無：× 

備考（利用できない理由

等） 

管理シス

テム名等 

データ管理

主体 

令和 7 年度 過年度 

限っており、潜在的に支

援が必要なこどもや家庭

を早期に見つけるために

通告等前のこどものデー

タを連携する取組につい

ては当該体制を活用する

ことはできないと考えら

れるため。 

2 一時保護児童

票_（こども氏

名） 

× × 同上 ― ― 

3 3～4 か月児健

診結果_健診受

診日/1 歳 6 か

月児健診結果

_1 歳 6 か月児

健診受診日/3

歳児健診結果

_3 歳児健診受

診日 

〇 〇 ― 行政シス

テム 

子育て支援

課 

4 3～4 か月児健

診アンケート_

（出来事）感

情的に叩いた

/1 歳 6 か月児

健診アンケー

ト_（出来事）

感情的に叩い

た/3 歳児健診

アンケート_

（出来事）感

情的に叩いた 

× × 山県市では、平成 27 年

以降のデータしか保持し

ていないため、データの

母数が足りず、欠損値の

処理が困難であるため。 

― ― 



12 

 

No. データ項目 利用有無 

有：〇 無：× 

備考（利用できない理由

等） 

管理シス

テム名等 

データ管理

主体 

令和 7 年度 過年度 

5 3～4 か月児健

診アンケート_

（出来事）家

に残して外出

/1 歳 6 か月児

健診アンケー

ト_（出来事）

家に残して外

出/3 歳児健診

アンケート_

（出来事）家

に残して外出 

× × 同上 ― ― 

6 3～4 か月児健

診アンケート_

（出来事）長

時間食事を与

えなかった/1

歳 6 か月児健

診アンケート_

（出来事）長

時間食事を与

えなかった/3

歳児健診アン

ケート_（出来

事）長時間食

事を与えなか

った 

× × 同上 ― ― 

7 3～4 か月児健

診アンケート_

（出来事）子

どもの口をふ

さいだ/1 歳 6

× × 同上 ― ― 
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No. データ項目 利用有無 

有：〇 無：× 

備考（利用できない理由

等） 

管理シス

テム名等 

データ管理

主体 

令和 7 年度 過年度 

か月児健診ア

ンケート_（出

来事）子ども

の口をふさい

だ 

8 3～4 か月児健

診アンケート_

（出来事）子

どもを激しく

揺さぶった/1

歳 6 か月児健

診アンケート_

（出来事）子

どもを激しく

揺さぶった 

× × 同上 ― ― 

9 1 歳 6 か月児

健診結果_パー

センタイル値

（体重）/3 歳

児健診結果_パ

ーセンタイル

値（体重）/健

康診断一般_体

重 

× × 同上 ― ― 

10 精神障害者保

健福祉手帳情

報_主たる精神

障害コード 

× × 該当者数が少ないため。 行政シス

テム 

福祉課 

11 障害児支援申

請決定情報_受

給者証番号 

× × 同上 ― ― 

12 出欠の記録_欠 〇 〇 ― 校務支援 教育委員会 
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No. データ項目 利用有無 

有：〇 無：× 

備考（利用できない理由

等） 

管理シス

テム名等 

データ管理

主体 

令和 7 年度 過年度 

席日数 システム 学校教育課 

13 遅刻日数 〇 〇 ― 校務支援

システム 

教育委員会 

学校教育課 

14 学校等でのア

ンケート・セ

ルフメンタル

チェック等の

判定結果 

〇 〇 ― Excel・健

康観察・

教育相談

システム 

教育委員会

学校教育課 

15 届出時妊娠週

数 

× × 該当者数が少ないため。 ― ― 

16 妊婦健診結果_

受診日 

× × 対象データが存在しなか

ったため。 

行政シス

テム 

子育て支援

課 

17 産婦健診結果

_EPDS 評価点

数 

× × 該当者数が少ないため。 ― ― 

18 （生活保護）

決定個人情報_

開始年月日 

× × 同上 ― ― 

19 （児童扶養手

当）支給情報_

支給区分 

〇 〇 ― 行政シス

テム 

福祉課 

 

 

図表 2-2 基本連携データ項目以外のデータ項目の選定理由等 

No. 追加データ項

目 

利用有無 

（令和 7

年度） 

利用有無

（過年

度） 

関連する困

難の類型 

選定理由/

その他特記

事項 

管理シス

テム名等 

管理主体 

1 出生時状況 〇 〇 いじめ・不

登校 

こどもの家

庭環境を把

握するた

め。 

行政シス

テム 

子育て支

援課 

2 予防接種の実 〇 〇 不登校 同上 行政シス 子育て支
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No. 追加データ項

目 

利用有無 

（令和 7

年度） 

利用有無

（過年

度） 

関連する困

難の類型 

選定理由/

その他特記

事項 

管理シス

テム名等 

管理主体 

績 テム 援課 

3 特別児童扶養

手当の受給状

況 

〇 〇 発達障害 発達障害と

関連性が高

いと考える

ため。 

行政シス

テム 

福祉課 

4 特別支援教育

就学奨励費支

給の有無 

〇 〇 いじめ・不

登校・発達

障害 

同上 Excel 教育委員

会学校教

育課 

5 SDQ（こども

の強さと困難

さアンケー

ト） 

〇 〇 発達障害 同上 Excel 教育委員

会学校教

育課 

6 STAR アセス

メント 

〇 〇 いじめ・不

登校・問題

行動 

岐阜大学と

の共同研究

を通じて、

専門家から

の知見を得

ているた

め。 

学校の課

題解決に

資するア

セスメン

トシステ

ム 

教育委員

会学校教

育課（株

式会社文

溪堂） 

7 STAR VR ア

セスメント 

〇 〇 いじめ・不

登校・問題

行動 

同上 iOS アプ

リケーシ

ョン スク

ール VR

アセスメ

ント 

教育委員

会学校教

育課（岐

阜大学） 

8 STAR 非認知

能力ゲーム課

題アセスメン

ト 

〇 〇 いじめ・不

登校・問題

行動 

同上 iOS アプ

リケーシ

ョン スク

ール非認

知能力ゲ

ーム 

教育委員

会学校教

育課（岐

阜大学） 

9 学校・家庭・

地域の「つな

〇 × いじめ・不

登校・問題

こどもが抱

えるいじめ

Microsoft 

Forms 

教育委員

会学校教
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No. 追加データ項

目 

利用有無 

（令和 7

年度） 

利用有無

（過年

度） 

関連する困

難の類型 

選定理由/

その他特記

事項 

管理シス

テム名等 

管理主体 

がり」アンケ

ート 

行動 や問題行動

の要因の把

握に役立つ

ため。 

育課 

10 保健室来訪記

録 

〇 × いじめ・問

題行動 

同上 校務支援

システム 

教育委員

会学校教

育課 

 

2.3. データの準備・加工 

2.3.1. アナログ情報のデジタル化 

山県市では、令和 7 年度新たにアナログ情報をデジタル化した項目はない。 

2.3.2. データの加工 

データ連携に当たっては、主に以下図表 2-3 の目的に対応するため、データ加工を実施

した。 

 

図表 2-3 データの加工内容 

No 加工内容 ツール・手法 

1 識別子の付与 Excel 関数等を用いた簡易的なツールを使用した。 

令和 7 年度山県市小中学校に在籍するこどもに対し、

「宛名番号」「世帯番号」「UUID」をセットにしたものを

一人ひとりに付与し、個人を識別する識別子とした。代

わりに氏名、生年月日、住所等の容易に個人を特定でき

る情報を保持しない構成とした。 

2 氏名形式等の統一 主に手作業で実施した。 

回収したデータを確認したところ担当者の裁量によると

ころが大きく、氏名を漢字で入力している箇所や平仮名

で入力してある箇所等、様々であったため、統一した。 
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2.3.3. 名寄せ 

令和 7 年山県市小中学校に在籍するこどもに対し、図表 2-4 の手順で名寄せを実施し

た。なお、図表 2-4 に示す識別子の具体的な使用用途は以下図表 2-5 のとおり。 

 

図表 2-4 名寄せ手順 

No 手順 作業概要 

1 識別子（UUID）の付

与 

小学校新 1 年生は、新たに校務支援システムで UUID を採番した。 

小学校新 1 年生以外は、過年度に校務支援システムで採番した

UUID を使用した。 

2 宛名番号、世帯番号

の名寄せ 

校務支援システムと行政系システムのデータを氏名、生年月日、性

別で突合し、名寄せを実施した。 

3 紐づけの実施 No.1,2 にてイレギュラーが発生したデータについては、教育委員会

学校教育課が保有する児童生徒情報と突合した。 

4 各種特定データへの

識別子付与 

各種特定データへの識別子付与においては、突合する情報が多い識

別子を用いた。具体的には、教育系の情報（学校名、学年、学級、

出席番号等）を持つデータについて、UUID を用いて突合した。 

 

図表 2-5 識別子の使用用途 

識別子 連携に使用するデータ項目 

宛名番号 出生状況等、本人に係る行政系のデータ 

世帯番号 児童扶養手当等、必ずしも本人の情報とは限らないが、該当世帯が係わ

っている行政系のデータ 

UUID 出欠、遅刻、早退情報や長期欠席情報等、本人に係る教育系のデータ 

 

2.4. データの準備に係る諸課題への対応 

データの確認作業を実施する中で、他自治体から山県市の小中学校へ通うこどもが数名

存在することが判明した。実証事業を実施していない他自治体の行政系データを連携する

ことを想定していなかったため、令和 7 年度も令和 6 年度と同様に、データ連携の対象外

としたが、今後全国的にこどもデータ連携を行っていく際には、誰一人取り残さないとい

う目標を達成するためにもガイドライン等の検討が必要となると考えられる。 
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第3章 判定基準の検討 

3.1. 判定基準の設計過程 

令和 6 年度実証事業と同様に「データ駆動型リスク予測モデル」及び「特性分析支援発

見モデル」を併用して判定を行った。予測モデルでは、STAR アセスメント、STAR VR ア

セスメント、STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメントにより説明される割合が 90%であ

り、基本連携データ関連項目により説明される割合が 10%である。 

データ駆動型リスク予想モデルと特性分析支援発見モデルそれぞれの概要と強み・弱み

はそれぞれ以下図表 3-1 のとおり。 

 

図表 3-1 データ駆動型リスク予測モデルと特性分析支援発見モデルの概要 

項目 データ駆動型リスク予測モデル 特性分析支援発見モデル 

概要 過去の生徒事案（問題を報告された）対

象者と類似性のあるこどもを抽出するモ

デル。 

こどもの特徴を統計的に分類し、支援対

象となる可能性があるこどもを新たに発

見するモデル。 

客観性のあるリ

スク評価 

〇 

過去の生徒事案対象者に類似性のあるこ

どもを抽出するため。 

× 

こどもの特徴の統計的な分類に人による

判断が介在するため。 

潜在的な支援対

象の発見 

× 

抽出者が過去の生徒事案の類似性に左右

されるため。 

〇 

これまでに事例のない新たな支援対象者

を見つけやすい。 

 

また、判定は令和 6 年度実証事業と同様、以下のとおり相対的に実施した。 

A 判定 ： 上位 10%のこども 

B 判定 ： 上位 11%～20%のこども 

C 判定 ： 上位 21%～30%のこども 

D 判定 ： 上位 31%～50%のこども 

E 判定 ： 上位 51%～70%のこども 

F 判定 ： 上位 71%～90%のこども 

G 判定 ： 上位 91%～100%のこども 
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3.2. 判定基準に用いたデータ項目 

令和 6 年度実証事業から継続して AI 判定に用いているデータ項目は以下のとおり。 

 

図表 3-2 AI 判定に用いたデータ項目と選定理由 

分析に用いたデータ項目 基本連携データ項目 

（連携した全項目が

基本連携データ項目

である場合：〇/連

携した項目の一部に

基本連携データ項目

以外のデータ項目が

含まれている場合：

△/連携した全項目

が基本連携データ項

目以外のデータ項目

の場合：×） 

分析に用いた理由 

出生時の状況 × 分析に用いるに当たり、必要なデータ量が確保で

きていたため。 

検診受診歴 △ 同上 

予防接種の摂取実績 × 同上 

児童扶養手当の受給情報 〇 同上 

特別児童扶養手当の受給

状況 

× 同上 

BMI3 パーセンタイル未

満該当者（学校定期健

診） 

〇 同上 

就学援助費支給の有無 × 同上 

特別支援教育就学奨励費

支給の有無 

× 同上 

こどもの強さと困難さア

ンケート 

× 同上 

STAR アセスメント × 同上 

STAR VR アセスメント × 同上 

STAR 非認知能力 × 同上 
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分析に用いたデータ項目 基本連携データ項目 

（連携した全項目が

基本連携データ項目

である場合：〇/連

携した項目の一部に

基本連携データ項目

以外のデータ項目が

含まれている場合：

△/連携した全項目

が基本連携データ項

目以外のデータ項目

の場合：×） 

分析に用いた理由 

ゲーム課題アセスメント 

Button Challenge 

STAR 非認知能力 

ゲーム課題アセスメント 

Carding Challenge 

× 同上 

STAR 非認知能力 

ゲーム課題アセスメント 

Facial Expression 

× 同上 

 

※ 説明変数として利用したもののみ抜粋（目的変数として使用したデータ項目割愛） 

 

また、令和 7 年度実証事業では、上記データ項目に追加して、以下３項目のデータ項目

を追加した。 

・ 学校・家庭・地域の「つながり」アンケート 

・ 出欠席情報（日次/月次） 

・ 保健室来室記録 

 

それぞれのデータ項目に関し、判定に使用したデータ要素/判定内容を以下に示す。 

 

図表 3-3 学校・家庭・地域の「つながり」アンケート 

項番 判定内容 データ種別 

人とのつきあい方 

1 知り合いの多さ 数量データ 

2 共感してくれる人の多さ 数量データ 
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項番 判定内容 データ種別 

3 支援してくれる人の多さ 数量データ 

4 孤独感のなさ 数量データ 

5 居場所があり信頼感をもてているか 数量データ 

6 自分を受け入れているか 数量データ 

7 貢献できているか 数量データ 

子育ての仕方 

1 あたたかい子育て 数量データ 

2 しつける子育て 数量データ 

 

図表 3-4 出欠席情報（日次） 

項番 判定内容 データ種別 

1 
出欠席の状況[「欠席」「出席」「出停忌引等」「早退」「遅

刻」] 

カテゴリカルデータ 

2 
欠席等の理由[「出席停止」「忌引き」「病欠」「事故欠」

「遅刻」「早退」] 

カテゴリカルデータ 

3 遅刻の有無 二値データ 

4 早退の有無 二値データ 

 

図表 3-5 出欠席情報（月次） 

項番 判定内容 データ種別 

1 月の欠席日数 数量データ 

2 月の出席日数 数量データ 

3 月の遅刻回数 数量データ 

4 月の早退回数 数量データ 

 

図表 3-6 保健室来室記録 

項番 判定内容 データ種別 

1 保健室来室の状況 数量データ 

2 来室理由[「内科的症状」「外科的症状」「その他症状」「相

談」] 

カテゴリカルデータ 

 

3.3. 判定基準の特徴 

山県市で採用した AI 予測支援システムは、複雑なチューニングを必要としないモデル
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であるため、予測のための情報（説明変数）や予測対象（目的変数）に変更があった場合

にも対応することが可能である点が優れている。 

また、「データ駆動型リスク予測モデル」と「特性分析支援発見モデル」の 2 つのモデ

ルを相補的に使用していることは、潜在的な支援対象者の発見に有効である。過去のデー

タを学習する「データ駆動型リスク予測モデル」では、学習対象としたデータに含まれる

偽陰性のこども（潜在的にリスクを抱えているこども）を陰性として学習してしまうとい

う問題がある。そこで「特性分析支援発見モデル」を用いて、過去データからの情報以外

の視点を加えることで、潜在的な支援対象の発見力を補っている。 

さらに、令和 7 年度は「出欠席情報」「保護者来室記録」「保護者アンケート」を追加し

て予測精度を高めるとともにフィードバック画面も追加し、より具体的な支援に役立つ情

報の提供に努めた。具体的な画面の詳細については、第 5 章に記載する。 

  



23 

 

 

第4章 個人情報の取扱いに係る整理 

4.1. 個人情報授受に係る法的整理 

4.1.1. 個人データ連携に関係する関係部署及び連携フロー 

令和 7 年度実証事業における関係部署は図表 1-4 のとおり。教育委員会学校教育課を

「総括管理主体」、中部事務機株式会社・岐阜大学を「分析主体」としてデータのやり取り

を行った。支援の実施に際しては、山県市こどもサポートセンターにおいてデータを参照

した。また、令和 6 年度は、活用主体の一つである小中学校に対しては該当するこどもの

氏名のみを連携し、該当するこどもの背景情報については連携しなかったが、令和 7 年度

は、こどもの状況を多角的・多面的に捉えるために、小中学校に対して、該当するこども

が抱える困難の類型を連携した。 

また、個人データ処理の業務フローは以下図表 4-1 のとおり。 
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4.1.2. 法的整理の進め方・体制 

令和 7 年度においても、令和 6 年度の進め方・体制を踏襲し、教育委員会学校教育課に

て整理を進めた。教育委員会学校教育課にて保護者へ不同意回答書の配布を実施し、不同

意となったこどもについては、令和 7 年度実証事業の対象外とすることとして整理した。

ただし、上記の実施を持って、個人情報の目的外利用・提供について「本人の同意がある

とき」（ 「個人情報保護法第 69 条第 2 項第 1 号」）として整理しているわけではない。 

4.1.3. 法的整理の結果 

令和 7 年度実証事業では、個人情報の取扱いに当たり、「こどもデータ連携の取組」の

継続的な実施を見据え、令和 7 年度のみならず、令和 8 年度以降の利用目的の整理も実施

した。 

 

【令和 7 年度実証事業における取扱い】 

図表 4-1 個人データ処理の業務フロー図 
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教育委員会が保有する個人情報を内部利用する場合については、「個人情報保護法第 61

条第 1 項」に基づき、利用目的を特定した上で、特定した利用目的のための内部利用及び

外部提供（こどもデータ連携ガイドライン 4.2.2）と整理した。 

また、福祉部局が保有する個人情報を教育委員会へ外部提供する場合についても、上記

と同様に、「個人情報保護法第 61 条第 1 項」に基づく特定した利用目的のための内部利用

及び外部提供（こどもデータ連携ガイドライン 4.2.2）として整理した。 

 

利用目的：市等が保管している個人情報をデータベースに取り込み、AI 予測支援システ

ムを使って、いじめ、不登校等の困難等を事前予測し、適切な支援ができるか実証するた

め。 

 

【令和 8 年度以降における取扱い】 

令和 8 年度以降についても、令和 7 年度実証事業における取扱いと同様の整理及び利用

目的にて個人情報を取り扱う予定である。 

なお、利用目的特定以前に既に収集していたデータについては、「個人情報保護法第 69

条第 2 項第 2 号・第 3 号」に基づく目的外利用として整理した。 

 

4.2. 個人情報等の取扱いにおける留意点 

令和 7 年度実証事業では、以下 5 点を実施した。 

 

① 個人情報ファイル簿の作成 

個人情報の適正な管理と、住民等が自己の個人情報の利用実態を的確に認識する

ことができるようにするため、令和 7 年度実証事業で取り扱う個人情報に対しては

個人情報ファイル簿を作成し、HP に公開した。 

また、個人情報ファイル簿の作成にあたり、山県市内の規定に基づき、個人情報

取扱事務簿を新たに作成した。 

https://www.city.yamagata.gifu.jp/privacy/listfile.html 

 

② 個人情報の取扱いの委託等 

実証事業者を選定する際の事業者公募においては、個人情報を取り扱う業務内容

であることを考慮した実施体制となっているかを評価項目とし、業務委託契約書に

おいて「個人情報・情報資産取扱特記事項」を定め、当該事業者からの再委託の承

認に際しても、再委託先が個人情報の取扱いに関し適正な取扱いを行っていること

の確認を行う等、十分な手続きを経るよう慎重に対応した。 

https://www.city.yamagata.gifu.jp/privacy/listfile.html
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③ 安全管理措置（組織的、人的、物理的、技術的） 

【組織的安全管理措置】 

取り扱う個人情報の管理体制を整えるだけでなく、研修計画の立案、職員の責

務、個人情報の取扱い、AI 予測支援システムにおける安全確保、機器の適正な管

理、個人情報の提供、個人情報取扱いの委託、サイバーセキュリティの確保等につ

いて明示した。 

【人的安全管理措置】 

令和 7 年度実証事業に係わる職員は住民情報を取り扱うという自覚の下、日々の

業務に取り組む必要があるため、統括管理責任者や情報システム管理者等が必要に

応じた研修を実施した。また、運用ルールを明確化し、ルール遂行を徹底するとと

もに、「山県市個人情報保護法施行条例」に基づいた罰則により内部不正対策を行っ

ている。 

【物理的安全管理措置】 

AI 予測支援システムにおける物理的な安全管理措置として、次の対策を実施し

た。 

 データの保存場所となるサーバは、入退出が管理されている市役所のサーバ

室に設置し、盗難や許可された者以外のサーバに対する直接的な接触を防止

する構成とした。 

 連携したデータに氏名等の個人情報は含まない構成とし、識別子のみによる

連携データとした。 

 専用 PC の無線を無効とし、有線 LAN による対象ネットワークへの接続以

外は不可とする構成とした。また、IP アドレスの変更等、上記の設定を変

更することが可能となる管理者権限を持つアカウント情報について、システ

ム管理者が厳重に管理し、通常の運用では使用しないルールとした。 

 LAN ケーブルの敷設は、山県市こどもサポートセンター及び教育委員会学

校教育課における専用端末の台数分のみとし、できる限り無人環境で PC を

操作することがないよう配慮した。これにより PC 画面を写真に撮影すると

いう技術的には対処が難しい課題に関しても、人の目による監視が行き届く

よう配慮した。 

【技術的安全管理措置】 

AI 予測支援システムにおける技術的な安全管理措置として、次の対策を施した。 

 新規作成したセグメントと既存セグメント間のアクセスは原則許可しない構

成とした。運用上必要となる校務支援システムとの通信（データの自動更

新）や無害化領域との通信に関しても IP アドレスと接続ポートを限定した

特定通信のみとした。 



27 

 

 AI 予測支援システムに接続できる専用端末へのログインは、ID・PW と指

紋認証の二要素認証で行い、なりすましやアカウントの共有・使いまわしを

防ぐ構成とした。また、システムにアクセス可能な者の管理を徹底し、人事

異動等によって生じる不要な登録情報は直ちに削除する運用とした。 

 USB メモリ等の USB 機器について、許可した機器以外は認識しない構成と

し、許可された USB 機器を持たない者によるデータ持ち出しを防ぐ構成と

した。また、USB 機器の管理を徹底するとともに、証跡管理システムによ

って常時操作ログを取得し、万が一の際にも調査可能な構成とした。 

 

④ 開示、訂正、利用停止請求への対応 

収集・保管・使用するデータについて、「山県市情報公開条例」に基づき行政文書

の開示・不開示等を行う。なお、訂正、利用停止請求については、令和 7 年度実証

事業期間中は本人（保護者）からの請求を受け付ける。 

 

⑤ 自己点検・監査 

全職員を対象とした情報セキュリティ研修を毎年実施している。また複数の部署

に対する情報セキュリティ監査を毎年実施しており、個人情報の管理状況や、紙の保

管場所等を含めて監査対象となっている。 

 

4.3. プライバシー保護への対応 

山県市によるプライバシー保護に係る対応事項は以下である。 

 

① プライバシーガバナンス 

プライバシーガバナンスについては、山県市情報セキュリティポリシーに指定さ

れる体制と同様の体制で対応することとした。学校教育課長をプライバシー保護責

任者に指名し、実証事業を推進した。令和 7 年度実証事業も対象者が市内小中学生

ということで、従前から教育系アセスメントを実施する場合に倣っている。令和 7

年度実証事業は学校授業の一環として行い、こどもと保護者に対し、校長名でアセ

スメント実施依頼と個人情報保護やプライバシーを考慮して本人が本事業に同意し

ない意思を個別に表明できるよう不同意書の提出を求めている。 

 

② プライバシーに対する取組 

令和 7 年度実証事業においては保護者からの不同意申し出があった場合には、デ

ータ連携の対象から除外することとした。令和 8 年 1 月時点では、令和 7 年度実証
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事業の不同意回答者が 30 名（全体の 1.8％）存在したため、令和 7 年度実証事業の

対象者は不同意回答者を除く 1,595 名となった。 

 

③ プライバシー評価 

プライバシー評価は行っていない。 
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第5章 仕組みの構築 

5.1. システムの概要及びデータ連携方式 

5.1.1. システムの概要 

令和 7 年度実証事業において、利用したシステムの概要は以下図表 5-1 のとおり。 

 

図表 5-1 システムの概要 

システム名 こどもみらいデータベース、AI 予測支援システム、ファイル無害化システム 

機能概要 システムの主な機能 

＜こどもみらいデータベース＞ 

 山県市が保有する行政系データ、教育系データ及び校務支援システム等

が保有するデータを自動又は手動で取り込み一元的に管理するデータベ

ース 

＜AI 予測支援システム＞ 

 こどもみらいデータベースが保持するデータを使って機械学習を行い 7

段階の評価とアドバイスまで含めたフィードバックを提供するシステム 

＜ファイル無害化システム＞ 

 こどもみらいデータベースへ取り込むデータに対し、CYLLENGE 社の

Fast Sanitizer を用いてファイルの無害化処理を行う。Web API を使用す

る構成とし、原則自動で無害化処理を行うシステム 

システム企画に当た

り留意・工夫した事

項、システムの特徴

等 

 LGWAN 接続系ネットワークに新規セグメントを作成し、既存のネット

ワークとは分離した領域にシステムを構築した。また、こどもみらいデ

ータベースにアクセスできる端末は、教育委員会学校教育課及び山県市

こどもサポートセンターに令和 5 年度に整備した専用端末のみとした。 

 マイナンバー利用事務系ネットワークにあるデータを LGWAN 接続系ネ

ットワークに持ち出すことを鑑み、持ち出す段階で、氏名や住所等の個

人情報を削除した。なお、こどもみらいデータベース内にあるデータ

で、個人を特定できる情報は、「宛名番号」「UUID」「世帯番号」のみと

し、容易に個人を特定できない構成とした。 
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5.1.2. データ連携方式及びシステム構成 

令和 7 年度実証事業におけるシステム構成図は以下図表 5-2 のとおりである。データ連

携方式としては、手動による連携と自動連携のハイブリッド方式とした。具体的には、マ

イナンバー利用事務系ネットワーク上のデータは手動連携とし、スタンドアローン端末上

で、名寄せ及び個人情報削除を行った上で連携した。一方で、インターネット接続系/教育

系ネットワーク上のデータはファイル無害化システムにて、自動で無害化処理を行った上

で自動連携を実施した。 

※スタンドアローンとは、コンピュータやソフトウェア、システムが外部に依存せずに 

独立して動作することを指す。 

 

システム構成は、令和 6 年度実証事業のシステム構成を継続して利用した。また、令和

7 年度は保護者アンケート、遅刻情報及び保健室来訪記録等のデータを解析するため、AI

予測支援システムにおける判定ロジックの改修を実施した。 

 

5.2. データ連携機能及び判定機能の構築 

5.2.1. データ連携機能及び判定機能とその活用方法 

システム上の主要な機能と関係者による活用方法は以下図表 5-3 及び図表 5-4 のとお

り。 

図表 5-2 令和 7 年度実証事業に係るシステム構成 
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図表 5-3 主要なデータ連携機能及び分析機能 

No. 機能名 機能概要 

こどもみらいデータベース 

1 データ取込機能（自

動） 

指定のフォルダのデータを自動的に取り込む機能 

2 データ取込機能（手

動） 

手動でデータを取り込む機能 

3 取込データ確認画面 取込データの一覧表示。データの削除、CSV 出力 

4 取込ログ確認画面 手動・自動取込されたファイルの取込履歴を表示し、失敗の場合は

エラー内容を表示 

AI 予測支援システム 

5 データ連携機能 こどもみらいデータベースとの間で連携する機能 

6 機械学習機能 入力データとアウトカムから機械学習させる機能 

7 AI 分析結果表示機能 分析結果を 7 段階に分けて表示する機能 

8 フィードバック情報機

能 

対象者に分析結果をフィードバックする機能 

9 アドバイス表示機能 対象者へのアドバイスを表示する機能 

 

図表 5-4 分析機能の閲覧・活用方法 

No. 活用主体 活用目的 活用方法 

1 山県市こどもサポート

センター 

 支援候補者に該当

する困難の類型等

を学校へ共有する

ために活用する。

閲覧可能範囲はす

べてのデータを閲

覧可能である。 

 要支援者を割り出

すためのツールと

して活用。閲覧可

能範囲は、教育委

員会と同様すべて

のデータを閲覧可

能である。 

LGWAN 接続系ネットワークに構築され

た新規セグメント内の専用端末から接続

する。 
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5.2.2. 実証事業における工夫及び今後の課題 

令和 5 年度に作成した学級に向けたフィードバック情報、レーダーチャートに追加し

て、「STAR アセスメント」「STAR VR アセスメント・非認知能力ゲーム課題アセスメン

ト」及び「学校・家庭・地域の「つながり」アンケート（保護者アンケート）」に関する

個人支援表を作成した。 

 

図表 5-5 AI 予測支援システムの分析結果画面例 

 

 

□ STAR アセスメントの個人支援表 [参考例] 
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□ STAR VR アセスメント・非認知能力ゲーム課題アセスメントの個人支援表 [参考例] 
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□ 学校・家庭・地域の「つながり」アンケート（保護者アンケート）の個人支援表 [参

考例] 
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第6章 支援への接続 

6.1. システムによる判定の結果 

AI 予測支援システムによる分析の結果、1,595 名の対象者（山県市内の全小中学生

1,625 名から不同意の意思表示者 30 名を除外）のうち、支援優先度が高いと判定されたこ

どもは 328 名だった。（令和 7 年度実証事業では、検証に取り組んだ 4 つの困難の類型の

いずれかで A 判定と判定された者を支援優先度が高いこどもとした。なお、判定は A（支

援の優先度が高い）～G（支援の優先度が低い）の 7 つに分けて示される。） 

 

6.2. 支援に向けた人による絞り込み 

6.2.1. 人による絞り込みの手法 

山県市では人による絞り込みを以下のプロセスで実施した。 

① 判定結果の確認 

AI システムによる判定結果を確認する。 

判定結果は、支援優先度を A～G に分けて示される。支援優先度が最も高い A と

判定されたこどもの情報について、山県市こどもサポートセンターが困難の類型

（いじめ加害、いじめ被害、不登校、問題行動、発達障害）とともに学校へ共有す

る。 

 

② 各校会議体による分類 

各小中学校の会議体（校内設置委員会）にて該当者をさらに A～D の 4 段階に分

類する。なお、校内設置委員会は、校長、教頭、教務、生徒指導、養護教諭、教育

相談員、特別支援教育担当、担任等で構成されている。 

A：これまでも気になり、すでに支援している。 

B：気にはなっているが、支援に至っていない。 

C：気にはなっていなかったが、今後支援を考える。 

D：気にならない、見守る。 

 

③ 各校会議体による抽出 
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②にて A～C と判断されたこどもの中から特に注視すべきこどもを支援対象者と

する。 

 

④ 支援の実施 

山県市こどもサポートセンターにて学校訪問を行い、教職員（教頭・主担当等）

に支援対象者の状況の聞き取りを行う。また、聞き取った情報を踏まえ、支援対象

者の背景情報を踏まえた支援方針を学校が検討し、その内容を山県市こどもサポー

トセンターと具体化する。 

 

6.2.2. 人による絞り込みの結果 

6.2.1 に示す、校内設置委員会での人による絞り込みを実施した結果、以下のような結果

となった。 

 

図表 6-1 人による絞り込み結果 

人による絞り込み結果 人数 

A:気になる・すでに支援 140 名 

B:気になるが支援はまだ 43 名 

C:気にならないが今後検討 99 名 

D:気にならない 46 名 

 

また、「A：気になる・すでに支援」及び「B：気になるが支援はまだ」の対象者 183 名

に対して、支援要否を検討したところ、令和 7 年度は、計 39 名のこどもに対して支援を

実施する方針とした。 

 

図表 6-2 支援対象者数 

人による絞り込み結果（令和 7 年度） 人数 

A：気になる・すでに支援 19 名 

B：気になるが支援はまだ 20 名 

人による絞り込み結果（令和 6 年度） 人数 

A：気になる・すでに支援 41 名 

B：気になるが支援はまだ 8 名 

 

なお、令和 6 年度は支援を実施する「B:気になるが支援はまだ」の対象者が 8 名であっ

たが、令和 7 年度は令和 6 年度の対象者数よりも、12 名多く、未だ支援へ接続されていな
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いこどもへアプローチすることが可能となった。 

 

6.3. 実際の支援事例 

6.3.1. こども等に対する取組内容 

令和 7 年度支援対象となったこども（39 名）については、学校が主体となり、以下の内

容での支援を実施した。 

 3 か月程度の期間で対象のこどもを見守ること。 

 見守り期間中に山県市こどもサポートセンターと学校で検討した支援方策を学校が

主体となり、支援を実施すること。 

 学校は支援対象者への支援状況や支援経過やその後の状況について、記録を行うこ

と。 

 現場の判断で追加支援の必要がないと判断された場合は、その理由とともに山県市

こどもサポートセンターへ報告すること。 

また、令和 7 年度に支援依頼を行った結果については、以下図表 6-3 のとおり。 

 

図表 6-3 支援内容 

支援対象者数 39 名 

支援実施期間 令和 7 年 10 月～令和 8 年 12 月 

支援行動  こどもの見守り 

 こどもへの声かけ 

 こどもや保護者への電話連絡 

 こどもや保護者との個別面談 

 必要な支援関係者への接続 

支援内容  こどもとの対話 

 個別学習支援 

 こどもの居場所づくり 

 学校内でのこどもの役割の確立 

 学校内でのこどもの仲間づくり 

 教職員との連携 

 保護者支援 

 関係機関への接続 

 家庭訪問 

 発達検査の受診 
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6.3.2. こども等に対する支援の実施結果 

令和 7 年度の支援対象とした 39 名に対する定量的な支援結果は以下のとおり。（※1 事

例で複数の支援内容を提供している場合、該当する支援メニューの件数を加算している。） 

 見守りのみを実施した人数：0 名 

 支援を実施した人数：39 名 

【支援内容】 

 こどもとの対話：33 件 

 個別学習支援：8 件 

 こどもの居場所づくり：11 件 

 学校内でのこどもの役割の確立 8 件 

 学校内でのこどもの仲間づくり：18 件 

 教職員との連携：8 件 

 保護者支援：14 件 

 関係機関への接続：4 件 

 家庭訪問：1 件 

 発達検査の受診：1 件 

 

また、支援を実施した一部事例の詳細を以下図表 6-4 に示す。 

※プライバシー保護の観点から一部情報は修正して記載している。 

 

図表 6-4 支援事例 

フェーズ ケース 1 ケース 2 

判定前の状況  こどもにパニック症状等が見ら

れた。 

 令和 6 年度にも支援対象者とし

て取り上げられていたが、こど

もの症状を考慮し具体的な支援

を行えずにいた。 

 学校でのこどもの問題行動等が

見受けられなかったため、教職

員は、支援対象者が抱えるリス

クについてさほど大きくないと

捉えていた。 

見守り・支援で確認

できた支援対象の 

状況 

 教育や福祉のデータも踏まえ

て、学校がこどもの特性を把握

できるようになった。 

 きょうだいとの衝突が絶えな

い、母親を過剰に独占しようと

するといった問題行動により、

母親が悩んでいることが明らか

になった。 
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フェーズ ケース 1 ケース 2 

支援対象の状況・ 

変化 

 学校がこどもの正確な状況を理

解した上で、母親と定期的な面

談を実施したため、母親との信

頼関係が構築できた。 

 こどもは学校でも家でも落ち着

きが見られるようになった。 

 こどもに目立った変容は見られ

なかったため、発達検査の受検

につなげた。 

 今後は医療機関とも連携し、教

育と療育の両面からの支援を行

う予定である。 

 

6.4. 現行支援の在り方の見直し 

実証事業を開始した令和 6 年度は支援候補者を学校へ共有する際に、支援候補者の氏名

のみを共有していた。しかし、支援候補者の氏名のみでは学校は支援候補者が抱え得る困

難の類型が明確にならず、具体的な支援を実施することが困難であった。 

そこで令和 7 年度実証事業では、支援候補者を学校へ共有する際に氏名に加え、支援候

補者が該当し得る困難の類型を共有した。なお、学校へ対象者の該当する困難の類型を共

有するに当たっては、校内設置委員会を実施する際に、山県市こどもサポートセンター職

員が該当する学校の校長が閲覧可能なフォルダに対象者の該当する困難の類型が記載され

たファイルを格納し、校長から校内設置委員会に参加する担任等の教職員へ情報を伝達し

ている。困難の類型について学校へ共有することで、システムによる判定結果の根拠を学

校側へと説明することが可能となり、学校との連携強化につながった。 

 

6.5. 支援・見守りの効果的な手法 

支援・見守りの効果的な手法として、①支援方策を検討する際に多様な観点を用いて支

援方策を検討すること、②学校が一丸となり支援を実施することが挙げられる。 

①については、支援方策を検討する際に、「要支援該当者に対する各学校の所感」、「山

県市こどもサポートセンターが保有している AI 分析結果以外の情報」、「山県市こどもサ

ポートセンター職員の経験」等の多用な観点を踏まえてこどもや家庭の実態に沿った支援

方針を検討することが重要である。 

また、②については、支援を実施する際に主体となる学校において、支援対象者の学級

担任のみが声かけや見守りを行うのではなく、教職員が一丸となり声かけや気づきの共有

等を行っていくことが重要である。 
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第7章 事業効果の評価・分析 

7.1. データ連携による抽出結果の全体像 

令和 7 年度実証事業における抽出結果は、以下のとおり。 

山県市では、市内の全小中学生 1,595 名（不同意の意思表示者を除外）に対して、AI 予

測支援システムによる分析を実施した結果、支援優先度が高いと判定されたこどもは 328

名であった。 

次に上記 328 名に対して人による絞り込みを実施した結果、39 名のこどもが支援の対象

者となったため、学校が主体となり 39 名のこどもに対して支援を実施した。 

 

図表 7-1  抽出結果の全体像 

 

7.2. 有用と考えられるデータ項目 

令和 7 年度実証事業では、令和 6 年度実証事業と同様に、STAR アセスメント、STAR 

VR アセスメント、STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメントによりリスクが算出される割

合が 90%であり、基本連携データ関連項目により算出される割合が 10%である。 

１．予測モデルごとのリスクスコアの算出 

(ア) 「データ駆動型リスク予測モデル」の出力 
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① 予測モデルの種類 

・ 1.基本連携データ関連項目：確率[%]で出力（𝜔1） 

・ 2.STAR アセスメント 内面：確率[%]で出力（𝜔2） 

・ 3.STAR アセスメント 環境：確率[%]で出力（𝜔3） 

・ 4.STAR VR アセスメント 反社会的認知：確率[%]で出力（𝜔4） 

・ 5.STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 神経心理機能：確率[%]で出力

（𝜔5） 

・ 「データ駆動型リスク予測モデル」のリスクスコア 

𝑆𝑋𝐺𝐵,𝑗 =∑𝜔𝑖𝑆𝑋𝐺𝐵,𝑖,𝑗

5

𝑖=1

 

・ 𝜔𝑖𝑆𝑋𝐺𝐵,𝑖,𝑗の𝑖は予測モデルの種類、𝑗は生徒𝑗を指している。 

・ 𝜔1～𝜔5を各データセットの影響度に応じて設定。（𝜔1 = 0.1,𝜔2 = 0.225,𝜔3 =

0.225,𝜔4 = 0.225,𝜔5 = 0.225に設定してある） 

(イ) 「特性分析支援発見モデル」の出力 

① 予測モデルの種類 

・ 1.基本連携データ関連項目：陽性クラスタに属しているか否かの 0,1 

・ 2.STAR アセスメント 内面：陽性クラスタに属しているか否かの 0,1 

・ 3.STAR アセスメント 環境：陽性クラスタに属しているか否かの 0,1 

・ 4.STAR VR アセスメント 反社会的認知：陽性クラスタに属しているか否か

の 0,1 

・ 5.STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 神経心理機能：陽性クラスタに

属しているか否かの 0,1 

② 「特性分析支援発見モデル」のクラスタリスクスコア 

𝑆𝐺𝑀𝑀,𝑗 =
1

5
∑𝑌𝐺𝑀𝑀,𝑖,𝑗

5

𝑖=1

 

・ 𝑆𝐺𝑀𝑀,𝑗の生徒 𝑗 のクラスタリスクスコア、𝑖は予測モデルの種類に対応 

・ 𝑌𝐺𝑀𝑀,𝑖,𝑗は、生徒 𝑗 が GMM 𝑖 で陽性クラスタに属しているか（0or1） 

・ 5 つの GMM で「陽性クラスタ」に含まれた割合をリスクスコアとして使用

（例：3/5=0.6） 

 

２．統合リスクスコアの算出 

(ア) 統合スコアの計算 

𝑆𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙,𝑗 = 𝛼𝑆𝑋𝐺𝐵,𝑗 + 𝛽𝑆𝐺𝑀𝑀,𝑗 

・ 𝛼：データ駆動型リスク予測モデルの重み（デフォルト値：α=0.5） 

・ 𝛽：特性分析支援発見モデルの重み（デフォルト値：β=0.5） 

・ 理由：両予測モデルを等しい重みで組み合わせることで、数値データによる正
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確なリスク判定と、クラスタリングによる潜在的支援対象の発見のバランス

を取る。 

 

３．支援優先度順位の決定 

(ア) 統合リスクスコア𝑆𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙を降順に並べ替え 

① 高スコア順に支援優先度を決定 

(イ) 上位 N 人を支援対象として選定 

① 例えば、支援可能な上限が 50 名なら、統合リスクスコア上位 50 名を選択 

 

したがって、山県市では STAR アセスメントに係るデータ項目が有用であると考えてい

る。なお、有用であると考えられるデータ項目の詳細を以下図表 7-2 に示す。 

 

図表 7-2 STAR 関連アセスメントのデータ項目 

データ項目名 データ要素 データ種別 

STAR アセスメント 問題行動への抵抗感 数量データ 

STAR アセスメント セルフコントロール 数量データ 

STAR アセスメント 危険の回避傾向 数量データ 

STAR アセスメント 思いやり 数量データ 

STAR アセスメント 道徳的な判断の高さ 数量データ 

STAR アセスメント 反社会的行動の否定 数量データ 

STAR アセスメント 攻撃行動の否定 数量データ 

STAR アセスメント 周りの大人の受容 数量データ 

STAR アセスメント 周りの大人の尊重 数量データ 

STAR アセスメント 周りの大人の見守り 数量データ 

STAR アセスメント 周りの大人の安定 数量データ 

STAR アセスメント 教師の目標達成 P 機能の高さ 数量データ 

STAR アセスメント 教師の集団維持 M 機能の高さ 数量データ 

STAR アセスメント 友人関係の満足度 数量データ 

STAR アセスメント 周りの仲間の受容 数量データ 

STAR アセスメント 地域住民の自発的なかかわり 数量データ 

STAR アセスメント 地域住民相互のまとまりと信頼 数量データ 

STAR VR アセスメント 敵意的思考 数量データ 

STAR VR アセスメント 暴力的思考 数量データ 

STAR VR アセスメント 向社会的思考 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 注意力（トランプ課題） 数量データ 
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データ項目名 データ要素 データ種別 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 怒り（表情認知課題） 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 嫌悪（表情認知課題） 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 恐れ（表情認知課題） 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 幸せ（表情認知課題） 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 全成績（表情認知課題） 数量データ 

STAR 非認知能力ゲーム課題アセスメント 大脳活動型（ボタン押し課題） 数量データ 

 

また、STAR の各項目は、先行研究として STAR に係る項目の有用性を確認した研究知

見1が存在するため注釈に記載する。 

 

7.3. こどもデータ連携の取組効果の分析 

令和 7 年度実証事業における効果検証として、STAR 関連のアセスメント事業で実施し

た以下 3 つのアセスメント結果を分析した。なお効果検証では、山県市内の全小中学校の

児童生徒を対象とし、第 1 回目（6・7 月実施）と第 2 回目（11・12 月実施）の二時点に

おける変化を比較した。 

① STAR アセスメント（株式会社文溪堂） 

② STAR VR アセスメント（岐阜大学） 

③ 非認知能力ゲーム課題アセスメント（岐阜大学） 

 

① STAR アセスメント 

【市全体の変化】 

統計的に有意な変化は確認されなかった（対応ありの t 検定）。 

【学校ごとの変化】 

以下で統計的に有意な変化が確認された（2 要因分散分析）。 

1. セルフコントロール（根気や忍耐力、感情をコントロールする能力） 

向上した学校：A 学校 ○（良い変化） 

低下した学校：B 学校、C 学校、D 学校 ▲（良くない変化） 

 

1 吉澤寛之・酒井翔・松下光次郎・笹竹佑太・吉田琢哉・浅野良輔 『反社会的認知情動

行動リスク要因と対人環境要因を用いた生徒指導事案の自動評価システムの構築 』日本グ

ループ・ダイナミックス学会第 68 回大会発表論文集, 25-26, 2022,

（https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjesp/62/Supplement/62_62-S1/_article/-char/ja/）

（令和 8 年 3 月 6 日アクセス）。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjesp/62/Supplement/62_62-S1/_article/-char/ja/
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2. 危険の回避傾向（衝動的・突発的な行動をとらない傾向） 

向上した学校：A 学校 ○ 

低下した学校：B 学校 ▲ 

3. 思いやり（ほかの人の気持ちを考え、あたたかく接する傾向） 

向上した学校：A 学校、B 学校 ○ 

低下した学校：C 学校 ▲ 

4. 地域住民の自発的かかわり（こどもの問題行動や地域の問題へのかかわり） 

向上した学校：A 学校 ○ 

低下した学校：B 学校、C 学校 ▲ 

5. 地域住民相互のまとまりと信頼 

向上した学校：A 学校 ○ 

低下した学校：B 学校 ▲ 

【まとめ】 

市全体の有意な変化はないものの、項目ごとに向上（改善）した学校と低下（悪化）し

た学校が異なることが明らかになった。 

 

② STAR VR アセスメント 

【市全体の変化】 

以下で統計的に有意な変化が確認された（対応ありの t 検定）。 

1. 敵意的思考（相手からの悪意や相手への怒りを感じる考え方）が改善 ○ 

2. 暴力的思考（相手を攻撃して思い通りにしようとする考え方）が悪化 ▲ 

 

図表 7-3 敵意的思考・暴力的思考の平均値 

 

【学校ごとの変化】 

以下で統計的に有意な変化が確認された（2 要因分散分析）。 

1. 暴力的思考 

悪化した学校：A 学校、B 学校、C 学校 ▲ 

2. 向社会的思考（相手と仲直りして、ゆるそうとする考え方） 

向上した学校：A 学校 ○ 

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

得

点

WITHIN

1回目：敵意的

思考

2回目：敵意的

思考

0

0.05

0.1

0.15

0.2

得

点

WITHIN

1回目：暴力的

思考

2回目：暴力的

思考
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低下した学校：B 学校 ▲ 

【まとめ】 

市全体として、敵意的思考が改善したが、暴力的思考は悪化した。また、項目ごとに向

上（改善）した学校と低下（悪化）した学校が異なることが明らかになった。 

 

③ 非認知能力ゲーム課題アセスメント 

【市全体の変化】 

以下で統計的に有意な変化が確認された（対応ありの t 検定）。 

1. 注意力（集中力）が向上 ○ 

2. 表情の理解力（共感性）が向上 ○ 

 

図表 7-4 集中力・共感性の平均値 

 

【学校ごとの変化】 

統計的に有意な変化は確認されなかった（2 要因分散分析）。 

【まとめ】 

市全体として、注意力（集中力）と表情の理解力（共感性）がともに向上した。 

 

そして令和 7 年度実証事業における成果・進捗状況は以下図表 7-5 のとおり。なお、測

定指標については、令和 6 年度実証事業と同様の指標を用いて評価を実施した。 

 

0

1

2

3

4

得

点

WITHIN

1回目：集中力

2回目：集中力

13

13.2

13.4

13.6

13.8

14

得

点

WITHIN

1回目：共感性

2回目：共感性
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図表 7-5 令和 7 年度実証事業における成果・進捗状況 

＃ 目標 測定指標 

令和 7 年度初

時点の実績、

令和 7 年度末

時点の成果・

進捗 

補足 

1 見守り・支

援へ接続・

実施したこ

どもの割

合・件数 

システム判定によ

り支援優先度が高

いと判断されたこ

ども・家庭の数 

328 名  支援優先度（リスク）を 7 段階（A～G）

で示し、最上位段階の A を抽出した。 

人による絞り込み

を経て、支援優先

度が高いと判断し

たこどもの数 

39 名 

 

 上記から支援対象者を 39 名抽出し支援

対象者とした。 

 抽出した 39 名の支援後の状況は以下の

とおり。 

➢ 大いに改善若しくは改善したこど

もの数：31 名 

➢ 現状維持のこどもの数：8 名 

➢ 悪化したこどもの数：0 名 

2 不同意書の

提出数 

令和 7 年度不同

意書が提出された

数 

30 件  令和 6 年度実証事業における不同意書

の提出数は 50 件であったのに対し、令

和 7 年度実証事業では 30 件と不同意書

の提出が 20 件減少した。 

 本取組に関する文書（目的、取扱うデー

タ、不同意書の提出や取扱い等）を保護

者へ共有したことで、本取組に対する保

護者の理解を深まったことが一因であ

ると考えられる。 

 

また、上記に係る成果に加え、以下のような副次的効果も得られた。 

 AI 予測支援システムによる分析結果が、こどもに対する教職員の主観的な印象を補

完し、こどもを多面的に捉えるきっかけとなった。 

 見落としがちなこどもや表面上は問題がないように見えるこどもにも目を向けるき

っかけとなった。 
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 抽出されたこどもの課題を踏まえ、具体的な支援方法を検討する機会になった。 

 支援記録を記載したシートは不登校児童対応等、校内の既存の取組にも活用でき、

支援の質の向上につながった。 

 科学的根拠に基づくデータを参照することで、支援の方向性を検討することが可能

となった。 

 抽出したこどもについて、全職員が情報を共有し支援方針を協議することで、職員

間の支援対象者に対する認識と対応を統一することができた。 

 山県市こどもサポートセンターの助言や授業観察により、教職員が生徒指導や問題

行動への対応に関する専門的なアドバイスを得ることができた。 

 外部機関と学校間でこどもに対する情報共有が円滑化し、支援の幅の拡大や支援体

制の強化につながった。 
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第8章 考察・まとめ 

8.1. 実証事業を通じて得られた示唆 

実証事業を通じて得られた示唆については、以下図表 8-1 のとおり。 

 

図表 8-1 実証事業を通じて得られた示唆 

フェーズ 実施・取組上の課題 課題への対応策 

（工夫） 

効果・成果 

データを取り扱

う主体の整理・

役割分担 

 本取組に同意あるい

は拒否できる運用方

法を検討するのに時

間を要した。 

 すべてのこども（保

護者）に対して本事

業の参加に関する同

意若しくは不同意を

確認することは困難

であったため、参加

できないという意思

を持つ者に対しては

不同意書の提出によ

り事業の対象から除

外した。（この運用

は令和 5 年度から 3

年継続している。） 

 保護者からの不同意

書は令和 5 年度、6

年度より減少し、取

組への理解が浸透し

ていると考える。 

利用するデータ

項目 

 保健室の来訪記録等

学校が保有している

データについて、学

校ごとに利用項目に

差異がある項目があ

った。学校ごとに利

用するデータについ

ては、市全体で管理

されていないケース

が多く、保有状況の

確認と併せて、入力

 各学校で保有するデ

ータを利用する場

合、データの入力規

則を見直す前提でデ

ータの収集やデータ

準備を行う必要があ

るため、利用するデ

ータ項目の選定は、

余裕を持ったスケジ

ュールで実施する必

要がある。 

 各学校が保有するデ

ータ項目の整理を行

うことで、学校ごと

のデータの保有状況

や管理方法が明確と

なり、山県市とし

て、従来よりもこど

もに関するデータを

活用することができ

るようになると考え

る。 
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フェーズ 実施・取組上の課題 課題への対応策 

（工夫） 

効果・成果 

規則の定義から実施

する必要がある。 

個人情報取扱い

に係る検討 

 「個人情報保護法第

61 条第 1 項」に基

づく「特定した利用

目的内での内部利用

及び外部提供」と整

理するにあたり、個

人情報ファイル簿の

作成方針について関

係課にて協議を行っ

たため、検討に時間

を要した。 

 利用目的をより明確

化するために個人情

報ファイル簿を、教

育委員会も含め、デ

ータ取得先の担当課

ごとに整理した。 

 「個人情報保護法第

61 条第 1 項」に基

づく「特定した利用

目的内での内部利用

及び外部提供」とし

て整理できたことに

加え、個人情報ファ

イル簿についても公

開することができ

た。 

こどもデータ連

携の仕組みの構

築 

 要件定義書・マニュ

アル等の更新は大き

な変更なく進められ

た一方、AI 予測支

援システムの改修

（判定ロジックの更

新）が遅延し、関連

するテスト・マニュ

アル整備が遅延し

た。 

 事前に、テストを行

う際の観点を整理

し、システム改修

後、速やかにテスト

へと移行した。 

 テスト実施時にすべ

ての機能が問題なく

動作し、支援担当職

員が新ロジックでの

判定結果を支援方策

の見直しに役立てる

ことができた。 

データ準備等  他自治体から山県市

の小中学校へ通うこ

どもについては、

他自治体の行政系デ

ータを連携する必要

があるため、データ

連携の対象外とし

た。 

 山県市でも本取組用

にガイドラインを整

備する等、誰一人取

り残さない方法を検

討する必要がある。 

 他自治体在住で山県

市の小中学校へ通う

こどもについて

も、支援の対象とす

ることが可能になる

と考える。 

支援への接続  システムによる判定

を受け、学校で支援

候補者を決定し、初

 年 2 回のシステムに

よる判定を十分に活

かせるよう、1 回目

 十分な支援期間を確

保することで、こど

もや家庭の状況を踏
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フェーズ 実施・取組上の課題 課題への対応策 

（工夫） 

効果・成果 

動対応を行うことが

できるのは 2 学期か

らになるため、12

月の報告時期までに

十分な支援と見守り

を行うことが困難で

あった。 

の判定結果を基に 9

月に支援を開始し、

2 回目の判定を受

け、1 月に支援方策

の見直しを行う等、

十分な期間を確保し

支援を実施したい。 

まえ、支援方策の見

直しやより効果的な

支援を提供すること

ができると考える。 

事業効果の評

価・分析 

 令和 7 年度に実施し

た支援結果や学校か

ら収集した意見を基

に、事業効果の評価

を実施した。しか

し、評価にあたり、

こどもの状況の改善

の度合いを単一の指

標で定量的に測定す

ることが困難であっ

た。 

 こどもの抱える困難

の改善に当たって

は、様々な要因が複

合的に影響し作用す

るため、複数の成果

指標を用いて事業効

果を評価した。 

 複数の成果指標を用

いて多様な観点で取

組の効果を評価する

ことで、客観的に取

組の効果を評価する

ことができた。 

 また STAR 関連のア

セスメント結果を分

析したところ、市全

体として、敵意的思

考（相手からの悪意

や相手への怒りを感

じる考え方）が改善

し、注意力（集中

力）と表情の理解力

（共感性）がともに

向上する成果が得ら

れた。 

 

8.2. 課題・令和 8 年度以降の取組 

本実証事業における課題については図表 8-1 に記載のとおりである。 

総評として、令和 7 年度実証事業では、こどもが該当する困難の類型の学校への共有や

「要支援該当者に対する各学校の所感」、「山県市こどもサポートセンターが保有している

AI 分析結果以外の情報」、「山県市こどもサポートセンター職員の経験」等の多用な観点を

踏まえてこどもや家庭の実態に沿った支援方針を検討することができた。しかし、本実証
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事業にて取り扱う個人情報は機微な情報であったことから保護者への不同意書の発出が遅

延したことや、教職員の負担を鑑み夏休み期間中に教職員へ支援の協力依頼を行ったた

め、こどもへの初動対応が 9 月からであったことから全事案を解決するための十分な支援

期間を確保することが困難であった。従って、今後は、9 月に支援を開始し、1 月に支援

方針の見直しを行う等、十分な支援期間を確保し、全事案の解決を目指す。 
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